
さくら市温泉入浴利用証デジタル化事業業務委託 

（公募型）プロポーザル実施要領  

 

1. 業務概要 

  （1） 業務名 

さくら市温泉入浴利用証デジタル化事業業務委託 

（2） 発注者 

さくら市 

（3） 業務の目的 

現在、紙の利用証により管理しているさくら市高齢者等温泉入浴利用証交付事業について、

QR コード等を活用したデジタル化を行い、入浴施設における受付及び利用実績集計業務の効

率化を図るとともに、利用回数の適正管理や紛失時の再発行を可能とし、利用者及び施設双

方の利便性向上を目的とする。 

また、利用証を継続利用可能なカード媒体とすることで、毎年度の作成・発送業務に係る

職員負担の軽減を図る。 

(4)  業務内容 

別紙「さくら市温泉入浴利用証デジタル化事業業務委託仕様書」（以下「仕様書」とい

う。）のとおり  

（5） 履行期間 

温泉入浴利用証デジタル化事業業務委託：　契約締結日の翌日から令和 9年 2月 28 日まで 

温泉入浴利用証システム運用保守業務委託：令和 9年 3月 1日から令和 14 年 3 月 31 日まで 

（6） 契約方法 
 ① 本業務に係る契約は、2 件とする。1 件目は「さくら市温泉入浴利用証デジタル化事業業 
務委託」とし、契約期間 は本要領前項のとおりとする。2 件目は「システム運用保守業 
務委託」とし、契約期間は本要領前項のとおりとする。 

 ②「システム運用保守業務委託」の契約については、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第  
234 条 の 3 及びさくら市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成 18  
年さくら市 条例第 5 号)に規定される長期継続契約とする。そのため、契約にあたっては、 
市の各年度予算において当該契約に係る経費が減額又は削除されたときに契約を変更又は解 
除できる旨の特約を付すものとする。  

（7)  提案上限額 

　　 　　 本業務に係る費用の合計額は以下のとおりとし、これを超えた提案は、無効とする。 

※この金額は契約金額等を示すものではなく、事業規模を示すものである。 

温泉入浴利用証デジタル化事業業務委託：　5,905,000 円（消費税及び地方消費税込）以内 

温泉入浴利用証システム運用保守業務委託：2,000,000 円（消費税及び地方消費税込）以内 

2. 参加資格等 

本プロポーザルへの参加は、次に掲げる条件を全て満たしている者とする。 

(1)  地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4に規定する者に該当しないこ

と。 

(2)  会社更生法（昭和 14年法律第 154 号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの 

更生手続開始決定がされていない者でないこと。 

(3)  民事再生法（平成 11年法律第 225 号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの 

再生手続開始決定がされていない者でないこと。 



(4)  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）第 2条第 2号か 

ら第 6号までに該当する団体又は団体に属する者でないこと。 

(5)  国税及び地方税の滞納がないこと。 

(6)  ISO/IEC27001:2013(ISMS)または一般財団法人日本情報経済社会推進協会が認証する「プラ

イバシーマーク」の認証を受けていること。 

(7)  本業務委託を確実に履行できる体制及び同種・類似業務の履行実績があり、令和８年４月

１日時点で稼働していること。 

      

3. スケジュール 

※スケジュールについては、本市の都合により変更する場合がある。   

 

4. 質問及び回答 

本プロポーザルに関する質問は、次の方法で提出すること。 
（1） 提出書類 

質問書（様式３） 
（2） 提出期間 

令和８年６月 10 日(水)から令和８年６月 19日(金)　午後５時まで 
（3） 提出方法 

質問箇所及び内容を分かりやすく記載し、電子メールにより提出すること。なお、他の 
     方法による質問書は受け付けない。また、電子メールの件名は、次のとおりとすること。 

ただし、参加者名称は、略称でも可とする。 
件名　温泉入浴利用証+送信年月日[yyyymmdd]+（参加者名称） 
【例】株式会社△△△が令和８年６月 10 日に質問書を送付した場合　 

温泉入浴利用証 20260610 株式会社△△△ 
(4)  提出先 

さくら市健康福祉部高齢課見守り福祉係 　Email:korei@city.tochigi-sakura.lg.jp 
 

 
項　目 期　間　等

 
１ 公示 令和８年６月 10 日（水）

 
２ 質問書受付期間 令和８年６月 10 日（水）～令和８年６月 19日（金）午後５時まで

 
３ 質問回答期限 令和８年６月 23 日（火）

 
４ 参加表明書受付期間 令和８年６月 24 日（水）～令和８年６月 29日（月）午後５時まで

 
５ 参加資格審査 令和８年 6月 30 日（火）～令和８年７月２日（木）

 
６ 提案書等提出期間 令和８年７月 6日（月）～令和８年７月 31 日（金）午後５時まで

 
７ プレゼンテーション審査 令和８年８月７日（金）

 
８ 審査結果通知 審査終了後（令和８年８月１８日（火）発送予定）

 
９ 契約締結 令和８年９月上旬



（5)  質問書への回答 
期限までに質問書の提出があった場合には、回答内容を令和８年６月 23日(火)までに本 

市ホームページにて行う。 

 

5. 参加表明の手続き等  

　　　 本プロポーザルへの参加を希望する者は、次に掲げる書類を提出すること。 

　　  また、提出期限までに提出がない場合又は提出期限を過ぎての提出は、企画提案書等を受け

付けないものとする。なお、提出書類の様式等は、市のホームページに掲載する。 

〔さくら市ホームページ]　https://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/ 

(1)  提出書類  

①  参加表明書（兼参加資格審査申請書）（様式１、様式１－２） 

※添付書類 

・納税証明書（写し可） 

・商業登記の登記事項証明書又は商業登記簿謄本（写し可） 

・ISO/IEC27001:2013(ISMS)または一般財団法人日本情報経済社会推進協会が認証 

する「プライバシーマーク」の認証を受けていることが分かる書類 

ただし、令和７・８年度さくら市物品納入等入札参加資格者登録名簿に登録がある

場合は、納税証明書、商業登記の登記事項証明書又は商業登記簿謄本の省略可。 

②　業務実績書（様式２） 

（2） 提出期間　　 

　　　　　令和８年６月 24日(水)から令和８年６月 29日(月)　午後５時まで 

※郵送の場合は提出期限当日必着のこと。 

（3） 提出方法 

　　　　　持参または郵送（簡易書留郵便に限る。） 

　　　　　持参の場合は、平日の午前９時から午後５時までとする。 

（4） 提出先 

　　　　　さくら市健康福祉部高齢課見守り福祉係 

 

6. 参加資格審査 

提出された参加表明書等により、参加資格審査を行う。 

審査結果は、参加資格確認結果通知書にて通知する。 

参加資格審査結果に関する異議申し立ては、一切受け付けないものとする。 

 

7. 辞退届の提出 

参加表明後、本プロポーザルへの参加を辞退する者は、辞退届を次の方法で提出すること。

なお、この場合でもその他の事業において不利益を被ることはないものとする。 

（1） 提出書類 

辞退届（様式４） 

（2） 提出期限 

令和８年７月３１日(金)　午後５時まで 

（3） 提出方法 

持参または郵送（簡易書留郵便に限る。） 



持参の場合は、平日の午前９時から午後５時までとする。 

（4） 提出先 

さくら市健康福祉部高齢課見守り福祉係 

 

8. 企画提案書等の提出 

「さくら市温泉入浴利用証デジタル化事業業務委託仕様書」を熟読し、次の要領で企画提案

書等を提出のこと。なお、提出された書類は返却しない。 

(1)  提出書類 

①  参加審査に係る提案書類提出書（様式５） 

②  会社概要（様式６） 

③  業務実施体制（様式７） 

④  企画提案書（任意様式） 

⑤  見積書及び内訳書（任意様式） 

　　ア　温泉入浴利用証デジタル化事業業務委託に係る見積 

　　イ　温泉入浴利用証システム運用保守業務委託にかかる見積 

　　（2)  作成に当たっての注意事項 

提出書類は、A4 縦版、横書き、両面、文字サイズ 10.5 ポイント以上(図、表、画像を除 

く)及び左右に 20mm 以上の余白を設定すること。なお、A4サイズに収まらない場合は、 

A3 サイズまで可能とし、①～⑤の順序で製本し、インデックスを付け、簡易な A4 ファイル

で提出すること。 

※②については、認証取得については、証明できる書面の写しを添付すること。 

※④については、仕様書の目的・業務内容を把握したうえで、以下の項目を必ず記載するこ　

と。なお、専門的な知識を持たない者でも理解できるよう、分かりやすい表現とすること。 

　ア　　本業務委託業務に係るスケジュール 

　イ　　提案するシステムの機能及び内容等の紹介 

　ウ　　個人情報及びセキュリティに関する体制について 

　エ　　システム本稼働時の保守及び支援業務について 

　オ　　その他、アピールポイント等 

　　　 ※⑤については、履行期間について、消費税を含む金額を算出し、見積書の額とすること。 

　　　 また、システム構築、保守管理等の内訳を記載すること。 

なお、保守管理の見積については、期間中の総額のほか、各年度ごとの額が分かるように記 

載すること 

　（3)   提出期限 

　　　　 令和８年７月 31 日(金)　午後５時まで　 

　　　※郵送の場合は提出期限当日必着のこと。 

　（4)　提出方法 

　　　　持参または郵送（簡易書留郵便に限る。） 

　　　　持参の場合は、平日の午前９時から午後５時までとする。 

　（5)　提出先 

　　　　さくら市健康福祉部高齢課見守り福祉係 

　（6)  提出部数 

　　　　・正本　　　１部（代表者印押印のもの） 



　　　　・副本　　　６部（正本の写し） 

　　　　・CD-R　　　１枚（PDF 形式で保存したもの） 

 

 

9. 審査方法等 

(1)  審査委員会の設置 

　　 　　　 業務の履行に最も適した契約の相手方となる候補者を、厳正かつ公正に決定するため、本

プロポーザルの実施にあたり、委託候補者の審査委員会を設置する。 

(2)  審査及び配点 

本プロポーザルの審査は、プレゼンテーション審査により審査委員会の各委員が評価 

を行うものとする。なお、審査は非公開とする。 

(3)  プレゼンテーション審査 

①  各委員が付した評価点が総合計の６割に満たないものは委託候補者として選定しな 

い。なお、参加者が１者の場合も同様とする。 

②  審査として、企画提案プレゼンテーションの評価を行い、最も高い評価点を付した 

委員の数が一番多い事業者を委託候補者として選定する。 

③  ②の事業者が複数であった場合は、評価点の合計点数の高い事業者を委託候補者と 

して選定する。 

④  ③の評価点が同点の事業者が複数であった場合は、くじ引きで決定する。 

(4)  審査結果の通知 

審査結果は、審査終了後、速やかに文書で通知する。また、本市ホームページにて公 

表する. 

 

10. プレゼンテーション審査の実施 

提案者は、次のとおりプレゼンテーションを行うものとする。 

(1)   実施日　　令和８年８月７日(金) 

(2)   場所　　　さくら市役所 

(3)   開始時間　後日通知する。なお、順序は企画提案書提出順とする。 

(4)   参加人数　３名以内(業務に直接携わる者を１名以上参加させること) 

(5)   所要時間 

　　　・事前準備：10 分 

・プレゼンテーション：20 分 

・質疑応答：10 分 

・片付け：５分程度 

(6）  使用機器　 

PC は参加者が持参し、プロジェクター、スクリーンは本市において準備する。 

　　　　 

11. 契約手続 

　     仕様書及び委託候補者の企画提案書等の記載事項を基本に協議の上、さくら市財務規則に基 

づき契約を締結する。 

企画提案書等に記載され、選定で評価した項目については、原則として契約時の仕様に反映 

するものとする。ただし、本業務の目的達成のため、必要な範囲において、委託候補者との協 



議により締結段階で項目を追加、変更及び削除することがある。また、これにより委託料上限 

額を超えない範囲で、契約内容及び契約額等の調整を行うことがある。 

なお、辞退その他の理由で契約ができない場合は、当該事業者を除き再選定を行う。 

 

 

12. 失格となる提案者 

　　   提案者が、次に該当する場合は失格とする。 

(1) 　企画提案書等が提出期限までに提出されなかった場合 

(2) 　提出書類に虚偽の記載があった場合 

(3) 　見積額が提案上限額を超えている場合 

(4) 　選考の公平性を害する行為があった場合 

(5)   前各号に定めるもののほか、提案にあたり著しく信義に反する行為等、審査委員長が失 

格であると認めた場合 

 

13. その他留意事項 

(1)  本プロポーザルに係る経費はすべて提案者の負担とする。 

(2)  提出書類の著作権は、提案者に帰属する。ただし、本市は、本業務に係る範囲において 

公表する場合その他必要と認める場合には、提出書類の内容を無償で使用できる。 

(3)  提出された書類は、返却しないものとする。 

(4)  提出書類の提出後の修正又は変更は、一切認めない。 

(5)  提出書類等に記載された個人情報は、本業務の委託候補者の選定のみに使用し、その他 

の目的には一切使用しない。 

(6)  本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、さくら市情報公開条例に基づき提 

出書類を公開することがある。 

(7)  審査に対する審査請求はできないものとする。 

 

14. 連絡先 

　　　 さくら市健康福祉部高齢課見守り福祉係 

　　　 担当：藤枝　中山 

　　　 〒329-1392　栃木県さくら市氏家 2771 

　　　 電話：028-681-1155/FAX：028-682-1305 

　　　 Email:korei@city.tochigi-sakura.lg.jp 


